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令和６年度 湧別町地域包括支援センター事業報告 

 

１．一般介護予防事業 

目  的：介護保険被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽

減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援に資する

ことを目的としています。 

（湧別町介護予防・日常生活支援総合事業要綱より） 

 

事業内容：６５歳以上の方を対象に、湧別地区においては文化センターさざ波、上湧別

地区においては文化センターＴＯＭにて、月２回「大筋クラブ」として、運

動教室や健康作り・口腔ケア・認知症予防等についての講話などの取組みを

実施しています。また、地域リハビリテーション事業として自宅を訪問し、

身体機能や生活機能、環境を評価し、適切な運動や介助方法、福祉用具の選

定や手すりの設置場所形状などの相談を行います。 

 

実施場所 湧別地区 さざ波 上湧別地区 TOM 

登録者数 34 名(R5・44 名、R4・43 名、R3・47 名) 35 名(R5・33 名、R4・26 名、R3・30 名) 

実施期間 令和６年４月～令和７年３月 （予定含む） 

 

【各月の参加数】 

大筋クラブ（さざ波） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 計 

49 47 37 39 31 37 42 31 30 31 35 409 

前 年 度 実 績 492 名 （前年 2 月まで）  

前々年度実績 561 名     (前々年 2 月まで)  

 

大筋クラブ（ＴＯＭ） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 計 

47 44 40 40 36 38 47 29 31 24 35 411 

前 年 度 実 績 395 名 （前年 2 月まで）  

前々年度実績 317 名 (前々年 2 月まで)  

  

〇湧別会場 ３Ｂ 
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〇上湧別会場 ３Ｂ 

  

〇湧別会場 運動指導士 

  

〇上湧別会場 運動指導士 

  

〇ヘルスアップヨガ 
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【各月の大筋クラブの内容】 

4/10 

初回受付、新規参加者聞き取り確認、顔写真撮影、血圧測定・体調確認 

スポーツ保険手続き、リモート体操（ストレッチ・ボールを使った体操・

有酸素運動・筋トレ） 

4/25 
運動指導士 講話：「これからの毎日を元気に過ごすために！」 

運動：ストレッチ・脳トレ・ボールを使った体操・有酸素運動・筋トレ 

5/16 
３Ｂ体操：ウォームアップ・音楽に合わせた体操・ベルターを使った体

操・脳トレ・ベルを使った体操・クールダウン 

5/30 

チューリップ生きがい大学と合同開催 

運動指導士 講話：「ふだんの血圧の状態を知りましょう！」 

運動：ストレッチ・脳トレ・有酸素運動・筋トレ 

6/10 ヘルスアップヨガ：脳活・顔ヨガ・椅子ヨガ 

6/26 
運動指導士 講話：「転倒予防の効果が高いバランス運動」 

運動：ストレッチ・脳トレ・ボールを使った体操・有酸素運動・筋トレ 

7/11 
３Ｂ体操：ウォームアップ・音楽に合わせた体操・ベルターを使った体

操・脳トレ・ベルを使った体操・クールダウン 

7/25 
運動指導士 講話：「膝痛・腰痛を考えてみましょう」 

運動：ストレッチ・脳トレ・ボールを使った体操・有酸素運動・筋トレ 

8/8 
３Ｂ体操：ウォームアップ・音楽に合わせた体操・ベルターを使った体 

操・脳トレ・ベルを使った体操・クールダウン 

8/22 
運動指導士 講話：「認知症は進行性の病気？」 

運動：ストレッチ・脳トレ・ボールを使った体操・有酸素運動・筋トレ 

9/12 
３Ｂ体操：ウォームアップ・音楽に合わせた体操・ベルターを使った体 

操・脳トレ・ベルを使った体操・クールダウン 

9/26 
運動指導士 講話：「健康長寿のカギ 歩く力」 

運動：ストレッチ・脳トレ・ボールを使った体操・有酸素運動・筋トレ 

10/11 

ゆうべつチャレンジデー 体力測定 

運動指導士 講話：「てんとう虫テストについて」 

運動：ストレッチ・てんとう虫テスト・筋トレ 

10/24 
運動指導士 講話：「体力測定の結果説明」 

運動：ストレッチ・脳トレ・ボールを使った体操・有酸素運動・筋トレ 

11/7 
３Ｂ体操：ウォームアップ・音楽に合わせた体操・ベルターを使った体

操・脳トレ・ベルを使った体操・クールダウン 

11/21 
運動指導士 講話：「筋トレで体温上昇！冷えない体づくり」 

運動：ストレッチ・脳トレ・ボールを使った体操・有酸素運動・筋トレ 

12/2 ヘルスアップヨガ：脳活・顔ヨガ・椅子ヨガ 

12/19 
運動指導士 講話：「年末年始の過ごし方～注意したいことを再確認しましょう～」 

運動：ストレッチ・脳トレ・ボールを使った体操・有酸素運動・筋トレ 

1/9 
３Ｂ体操：ウォームアップ・音楽に合わせた体操・ベルターを使った体

操・脳トレ・ベルを使った体操・クールダウン 

1/23 

歯科衛生士 講話：「お口の健康と全身の健康の関係性」 

運動指導士 リモート体操：ストレッチ・ボールを使った体操・有酸素運

動・筋トレ 

2/6 
３Ｂ体操：ウォームアップ・音楽に合わせた体操・ベルターを使った体

操・脳トレ・ベルを使った体操・クールダウン 
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2/20 
運動指導士 講話：「筋トレすると若返りホルモンが出る」 

運動：ストレッチ・脳トレ・ボールを使った体操・有酸素運動・筋トレ 

3/6 
３Ｂ体操：ウォームアップ・音楽に合わせた体操・ベルターを使った体

操・脳トレ・ベルを使った体操・クールダウン 

3/21 保健師、運動指導士（リモート体操）予定  

 

【地域リハビリテーション事業】 

件 数  １件 

内 容 ・身体機能や生活機能、環境を評価し、適切な運動や介助方法、福祉

用具の選定や手すり設置場所や形状などの相談を実施。  

 

２．生きがい対応型デイサービス事業（緩和） 

 ○町単独事業として実施していた「生きがいデイサービス事業」の一部を介護予防・

日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業として実施しました。 

 

  対象者：①事業対象者で入浴介助を必要としない者 

②９０歳以上の「生きがいデイサービス」利用者のうち、基本チェックリ

ストで事業対象と認定となった者 

各月の参加延べ人数（令和６年４月～令和７年１月） 

 

３．介護予防ケアマネジメント事業 

 ○要介護認定で要支援と判定された方及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業対

象者と判定された方に、介護予防サービス計画を作成し、サービス提供事業者など

との連絡・調整を行い、介護予防サービス利用につなげました。 

 

【予防給付及び原則的な介護予防ケアマネジメント】 

 令和７年 1 月末 前年実績 前々年実績 

登 録 実 人 数 １２４名 ９６名  １２１名 

対応延べ件数 ８８６件 １，１３５件  １，１４９件 

 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 計 

湧別 10 12 7 11 8 8 11 8 10 6 

91 
（前年 1 月 132） 

（前々年 1 月 207） 

（前年度実績 190） 

（前々年度実績 238） 

上湧別 18 15 16 19 13 14 17 14 16 15 

157 
（前年 1 月 150） 

（前々年 1 月 200） 

（前年度実績 330） 
（前々年度実績 238） 

計 28 27 23 30 21 22 28 22 26 21 

248 
（前年 1 月 282） 

（前々年 1 月 407） 

（前年度実績 520） 
（前々年度実績 476） 
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【簡略化した介護予防ケアマネジメント】 

 令和７年 1 月末 前年実績 前々年実績 

登 録 実 人 数  ７名  １０名  １４名 

対応延べ件数 ６９件  ９８件 １４２件 

 

４．認知症総合支援事業 

○認知症の人と家族の交流、専門職へ相談する場、地域住民が認知症に関して理解する

場として認知症カフェを実施しました。  
内  容 

①  認知症に関する相談会  

②  認知症家族からの講演、相談会 

 

５．総合相談支援事業 

 ○高齢者や地域に暮らす方の介護に関する悩みや相談を受け、地域包括支援センター

の三職種が協働し、必要な介護保険サービスや福祉サービスに関する情報提供を行

い、必要な利用等につなげました。 

 

相談件数（令和６年４月～令和７年１月）            ※重複あり 

 Ｒ７年１月末 前年度実績 前々年度実績 

 

主 

な 

相 

談 

内 

容 

介護保険サービス説明 １３０  ３８  ８２  
要介護認定申請手続き ９６  ４０  ４６  
要介護認定調査 ３１６  ２６６  ３８４  
介護相談 １８  １４  ２５  
健康・医療相談 １２  １４  １  
認知症 ４１  -  -  
施設入所 １８  ８  ６  

その他 ８７  １１３  ２１２  
     合  計     ７１８  ４９３  ７５６  

 

６．権利擁護事業 

○「高齢者虐待防止法」にもとづき高齢者虐待の早期発見や防止に努め、相談対応を

しています。 

 

相談件数（令和６年４月～令和７年１月） 

 内 容 結 果 

相 談 無し 
 

 

７．包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

 ○介護支援専門員や介護保険サービス事業所と連携を図り、地域の高齢者が住み慣れ

た地域で長く暮すことができるよう支援しました。 

○地域包括ケア会議（介護サービス連絡部会）を月１回開催し、湧別町を営業区域と

する介護保険サービス事業所や老人施設等と情報を共有し、サービス向上に努めま

した。 
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○地域密着型施設運営会議に出席し、行事報告や実践されている介護方法、事故報告、

職員状況等の報告を受け、介護方法や運営が向上するよう協議しました。 

 

・地域包括ケア会議                         １１回 

・認知症対応型グループホーム「上湧別舘」               ５回 

・地域密着型介護老人福祉施設湧愛園「ちゅーりっぷの里」        ５回 

・地域密着型介護老人福祉施設湧別オホーツク園 「リラの杜」      ６回 

・地域密着型介護老人福祉施設・小規模多機能ホーム「湖水の杜」     ５回 

・地域密着型通所介護「上湧別老人デイサービスセンター」        ２回 

 ・地域密着型通所介護「湧別町高齢者福祉センター」           ２回 

 ・地域密着型通所介護「デイサービスらん」               ０回 

 ・地域密着型通所介護「デイサービス絆」                ０回 

・地域密着型通所介護「デイサービスつなぐ」                 １回    

※令和７年２月末まで  ※書面会議含む 

 

８．その他厚生労働省令で定める事業及び地域住民の福祉の増進のために必要な事業 

① 介護予防に関する普及啓発をおこなう事業 

    湧別地区・上湧別地区１７か所の老人クラブを年３回、及び湧別地区３か所・

上湧別地区１か所のサロンを訪問し健康相談等を実施しました。必要に応じ介護

予防教室参加を促し、要介護状態に陥らないよう、日頃から介護予防を意識でき

るよう啓発しました。また、認知症を正しく理解するため、認知症サポーター養

成講座を開催しています。 

    

   令和６年１１月２９日（金）場所：文化センターさざ波 
                時間：１８時３０分～２０時３０分 
     ※支えあいサポーター養成講座：生活支援体制整備事業の中で実施 
 
   令和７年２月４日（火）場所：上湧別小学校 
              時間：９時１５分～１１時４５分                  

               １年：２時間目 ２年：３時間目 ３・４年：４時間目 

      

② 任意事業 

・寝たきり老人等介護手当助成事業 

  対象者：日常介護を受けている寝たきり老人、認知症老人又は寝たきり重度心身

障害者と同居し、被介護者を無報酬で介護する方。 

      被介護者は要介護４以上に該当する方。 

  支給額：月額２万円。 

 

・寝たきり老人等紙おむつ購入助成事業 

  対象者：本町に住所を有する在宅で６５歳以上の高齢者(４０歳以上６５歳未満

の要介護状態で介護保険該当者を含む)のうち、今後１カ月以上常時お

むつを必要とし以下に該当する方。 
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     （１）要介護認定を受け、要介護度２以上 

     （２）要介護認定を受けないもので、要介護度２相当以上 

  助成額：購入額の２分の１、月の上限は５千円。町内で購入した紙おむつに限り

ます。 

・高齢者用歩行車購入助成事業 

 対象者：在宅で高齢等の理由により歩行が困難か、又は相当時間のかかる方。 

 助成金：購入額の２分の１、上限１万５千円。 

     ただし、助成後３年間は助成を受けることができません。 

 

【任意事業の対象者数】 

事  業  名 Ｒ７年１月末 前年度実績 前々年度実績 

寝たきり老人等介護手当助成事業 ２２人 １９人 ２１人 

寝たきり老人等紙おむつ助成事業 ７７人 ７２人 ７７人 

高齢者用歩行車購入助成事業  ３人 １２人 １０人 

 

 

９．湧別町の事業（介護予防・生活支援事業） 

  事業目的：おおむね６５歳以上で、介護が必要になる状況に陥ることなく自立した

生活が確保できるよう実施し、要介護状態への進行を予防します。 

対 象 者：介護認定を受けていない方、または要介護認定で自立と判断された方。 

 

・生きがいデイサービス事業 

  事業内容：町の施設等を利用し要介護状態への進行を予防します。 

    上湧別地区と湧別地区は社会福祉協議会、湧別地区と芭露地区は湧別福

祉会で実施し、外出や交流の機会が得られるよう支援しました。 

 

 【登録者数】 

 Ｒ７年 1 月末 前年度実績 前々年度実績 

社会福祉協議会 

上湧別 

55 名 

湧別 

43 名 

上湧別 

64 名 

湧別 

49 名 

上湧別 

66 名 

湧別 

42 名 

９８名 １１３名 １０８名 

高齢者 

生活福祉センター 
０名   ０名   ０名 

湖水の杜 ０名 ０名     ０名 

 

 

生きがいデイ  参加延べ人数（令和６年４月～令和７年１月） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

湧別(社協) 130 129 124 122 104 114 128 121 144 

上湧別(〃) 199 194 195 190 177 188 214 180 157 

湖水の杜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

生活福祉センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 １月 Ｒ７年 1 月末 前年１月 前々年１月 前年度実績 前々年度実績 

湧別(社協) 116 1,232 1,153 1,218 1,389 1,468 

上湧別(〃) 154 1,603 1,829 1,797 2,167 2,193 

湖水の杜   0 0 0 0 0 0 

生活福祉センター  0 0 0 0 0 0 
 計 2,835 2,950 3,015 3,556 3,661 

・軽度生活援助事業（ふれあい訪問） 

  事業内容：対象者の居宅を訪問し、日常生活上の軽易な支援や相談、状態の確認等

をしました。 

【登録者数】 

 令和７年１月末 前年度実績 前々年度実績 

湧 別 地 区 ０名 ０名 ０名 

上湧別地区 １名 １名 ５名 

合  計 １名 １名 ５名 

 

各月の訪問回数（令和６年４月～令和７年１月） ※ 訪問回数は月１回３０分程度 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

湧 別 地 区 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

上湧別地区 １ １ １ １ １ １ １ １ １ 

 

 １月 令和７年１月末 前年１月 前々年１月 前年度実績 前々年度実績 

湧 別 地 区 ０ ０   ０  ０  ０  ０ 

上湧別地区 １ １０  １０ ２７ １２ ３３ 

 計 １０  １０ ２７ １２ ３３ 

 

・生活管理指導員派遣事業（ホームヘルパー） 

  事業内容：居宅に生活管理指導員を派遣し、生活支援、指導をしました。 

 

【登録者数】 

 令和７年 1 月末 前年度実績 前々年度実績 

湧 別 地 区 ０名 ０名 ０名 

上湧別地区 ０名 １名 １名 

合  計 ０名 １名 １名 

 

各月の訪問回数（令和６年４月～令和７年１月） ※訪問は週 1 回 1 時間程度 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

湧 別 地 区 ０  ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

上湧別地区 ０  ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

 １月 令和７年 1 月末 前年１月 前々年１月 前年度実績 前々年度実績 

湧 別 地 区 ０ ０  ０ ０ ０ ０ 

上湧別地区 ０ ０  ３９ ３８ ４８ ４６ 

 計 ０  ３９ ３８ ４８ ４６ 
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・生活管理指導短期宿泊事業（ショートステイ） 

   令和７年 1 月末 前年実績 前々年実績 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

湧愛園 １名 １４日 ０名 ０日 ０名 ０日 

オホーツク園 ０名 ０日 ０名 ０日 ０名 ０日 

湖水の杜 ０名 ０日 ０名 ０日 ０名 ０日 

合 計 ０名 ０日 ０名 ０日 ０名 ０日 

 

・外出支援サービス 

  事業内容：ショートステイ事業、機能訓練事業、通院等の外出支援を社会福祉協議

会で実施しました。 

【登録者数】 

 令和７年 1 月末 前年実績 前々年実績 

湧 別 地 区 １名 ２名 １名 

上湧別地区 ２名 ３名 ２名 

合  計 ３名 ５名 ３名 

 

各月の利用人数（令和６年４月～令和７年１月） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

湧 別 地 区 ０  ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

上湧別地区 ６  ２ ４ ６ ４ ４ １０ ８ ４ 

 

 １月 令和７年１月末 前年１月 前々年１月 前年度実績 前々年度実績 

湧 別 地 区 ０ ２  ６ ４ ６ ６ 

上湧別地区 6 ５４  ３１ ４８ ３５ ６０ 

 計 ５６  ３７ ５２ ４１ ６６ 
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 令和７年度 湧別町地域包括支援センター事業計画(案) 

 

１．一般介護予防事業 

目 的：介護保険被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の 

軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援に資 

することを目的とします。（湧別町介護予防・日常生活支援総合事業要  

綱より） 

事 業 内 容：６５歳以上の方を対象に、湧別地区においては文化センターさざなみ、 

上湧別地区においては文化センターTOM にて月２回「大筋クラブ」とし 

て、運動教室実施や口腔ケア・認知症予防についての講話など介護予防 

の取組みを実施します。また、地域リハビリテーション事業として自宅 

を訪問し、身体機能や生活機能、環境を評価し、適切な運動や介助方法、 

福祉用具の選定や手すりの設置場所形状などの相談を行います。 

 

２．生きがい対応型デイサービス事業（緩和） 

 ○介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業の緩和し 

  た基準によるサービスとして、生きがいデイサービス（緩和）を実施します。 

 

  対 象 者：要支援１又は事業対象者で入浴介助を必要としない者 

  今後の方針：令和３年４月より新規利用者は通常の生きがいデイサービス利用者と

して受け入れています。現在の利用者においては身体状況により必要

時介護保険のデイサービスに切り替えていきます。 

 

３．介護予防ケアマネジメント事業 

 （予防給付及び原則的な介護予防ケアマネジメント、簡略化した介護予防ケアマネジメント） 

 ○要介護認定で要支援と認定を受けた方及び、介護予防・日常生活支援総合事業にお

いて事業対象者となられた方に、介護予防ケアマネジメントとして介護予防サービ

ス計画を作成し、サービス提供事業者などとの連絡・調整を行い、介護予防サービ

ス利用につなげます。 

 

４．認知症総合支援事業 

目 的：認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療と介護の連携 

強化や認知症の方及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ること 

を目的とします。 

 ・認知症地域支援推進員の配置：地域包括支援センターの職員を推進員として配置し、 

認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等の連携・調整等を行 

い、くわえて認知症の人及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施、支援の 

ための情報の収集及び提供、支援のための研修会等の実施を行います。 

 ・認知症初期集中支援チームの設置：認知症になっても本人の意思が尊重され、でき 
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る限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の方やその家 

族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを設置します。 

・認知症カフェの実施：認知症の方や家族が地域から孤立し、ストレスや孤立感を感

じないように認知症カフェを実施し、地域住民とコミュニケーションを図る。また、

病気や生活、環境などに関することを専門職に相談できる場とする。体操や運動、

ゲーム、音楽鑑賞を通して楽しむ場を提供します。地域住民が認知症に関して理解

する場とします。 

 

５．総合相談支援事業 

 ○高齢者や地域に暮らす方の介護に関する悩みや相談を受け、地域包括支援センター

の三職種が協働し、必要な介護保険サービスや福祉サービスに関する情報提供を行

い、必要な利用等につなげます。 

 

６．権利擁護事業 

○「高齢者虐待防止法」に基づき高齢者虐待の早期発見や防止に努め、認知症高齢者

などで財産の自己管理が難しい方には成年後見制度を紹介し、高齢者の様々な権利

を擁護します。 

 

７．包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

 ○介護支援専門員や介護保険サービス事業所と連携を図り、地域の高齢者が住み慣れ

た地域で長く暮すことができるよう支援します。 

○地域包括ケア会議（介護サービス連絡部会）を月１回開催し、介護保険事業所等間

の情報共有、地域包括支援センター等から情報を発信し、連携強化、サービス向上

に努めます。 

 

８．その他厚生労働省令で定める事業及び地域住民の福祉の増進のために必要な事業 

〇任意事業 

・寝たきり老人等介護手当助成事業 

  対象者：日常介護を受けている寝たきり老人、認知症老人又は寝たきり重度心身

障害者と同居し、被介護者を無報酬で介護する方。 

  助成額：月額２万円。 

 被介護者は要介護４以上に該当する方。 

・寝たきり老人等紙おむつ購入助成事業 

  対象者：本町に住所を有する在宅で６５歳以上の高齢者(４０歳以上６５歳未満 

の要介護状態で介護保険該当者を含む)のうち、今後 1 カ月以上常時お 

むつを必要とし以下に該当する方。 

     （１）要介護認定を受け、要介護度２以上 

     （２）要介護認定を受けないもので、要介護度 2 相当以上 

  助成額：購入額の２分の１、月の上限は５千円。町内で購入した紙おむつに限り

ます。 
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・高齢者用歩行車購入助成事業 

 対象者：在宅で高齢等の理由により歩行が困難か、又は相当時間のかかる方。 

 助成額：購入額の２分の１、上限１万５千円。 

     但し、助成後３年間は助成を受けることができません。 

・生活支援体制整備事業 
    介護保険法で、地域支援事業に位置づけられている生活支援体制整備事業を実

施するため、湧別町社会福祉協議会に配置する生活支援コーディネーターと連携

しながら、認知症サポーターの養成や認知症カフェ（認知症サポーターによる地

域サロン）の開設など、地域の多様な特性を活かしながら住民が主体となって高

齢者を支えていく地域づくりを推進します。 

 

９．湧別町の事業（介護予防・生活支援事業） 

  目 的：おおむね６５歳以上で、介護が必要になる状況に陥ることなく自立した生

活が確保できるよう実施し、要介護状態への進行を予防します。 

対象者：介護認定を受けていない方、または要介護認定で自立と判断された方。 

 ・生きがいデイサービス事業 

    上湧別地区と湧別地区は社会福祉協議会、湧別地区と芭露地区は湧別福祉会で

実施し、外出や交流の機会が得られるよう支援します。 

・軽度生活援助事業（ふれあい訪問） 

    訪問により対象者の状況を確認し、日常生活上の軽易な支援や相談、状態の確

認等を行います。 

・生活管理指導員派遣事業（ホームヘルパー） 

   居宅に生活管理指導員を派遣し家事援助などを行います。 

・生活管理指導短期宿泊事業（ショートステイ） 

    湧愛園、オホーツク園、湖水の杜の空きベッド等を利用し、短期間の宿泊を行

い、対象者の生活習慣等の体調調整及び家族の介護負担を軽減します。 

・外出支援サービス 

    ショートステイ事業、機能訓練事業、通院等の外出支援を社会福祉協議会で実

施します。 

 

 

 


